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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月16日(2020.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光発電装置（１）であって、支持構造（３）に直立配置されている複数の両面ＰＶ
モジュール（２）を有しており、前記支持構造（３）は、地面上にまたは地面内に取り付
けられる、特にアンカボルト固定される複数の支柱（４）を有しており、前記支柱（４）
には、それぞれ隣接する２つの支柱（４）を互いに接続するビーム（５）が取り付けられ
ており、それぞれ２つの支柱（４）と２つのビーム（５）とは実質的に方形の１つの組付
け領域（６）を画定しており、前記組付け領域（６）に少なくとも１つのＰＶモジュール
（２）が配置されている太陽光発電装置（１）において、
　－前記支柱（４）に、それぞれ１つのビーム（５）または該ビームの端部を受容するた
めに、貫通差込開口（１４）が形成されていることを特徴とする、太陽光発電装置（１）
。
【請求項２】
　前記支柱（４）は実質的に鉛直に向けられていて、かつ／または前記ビーム（５）は実
質的に水平に向けられており、かつ／または鉛直方向で、複数の、特に４つまでのＰＶモ
ジュール（２）が互いに上下に配置されている、請求項１記載の太陽光発電装置（１）。
【請求項３】
　前記支柱（４）は少なくとも、前記地面に結合される取付け区分（７）と、該取付け区
分（７）の上に延在し、該取付け区分（７）に接続可能な、または接続されている保持区
分（８）とに分割されており、かつ／または水平方向で隣接するＰＶモジュール（２）は
鉛直方向で互いにずらされて配置されている、請求項１または２記載の太陽光発電装置（
１）。
【請求項４】
　前記ＰＶモジュール（２）の作用面（９）は、前記支柱（４）および／または前記ビー
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ム（５）から離間されて配置されており、特に、少なくとも２０°の入射角までは、特に
好適には少なくとも３０°の入射角までは、前記支柱（４）による前記作用面（９）への
影形成が生じないように、かつ／または少なくとも２５°の入射角までは、好適には少な
くとも３０°のまたは４０°の入射角までは、前記ビーム（５）による前記作用面（９）
への影形成が生じないように、離間されて配置されている、請求項１から３までのいずれ
か１項記載の太陽光発電装置（１）。
【請求項５】
　前記ＰＶモジュール（２）の前記作用面（９）は、対向する側縁で、前記支柱（４）お
よび／または前記ビーム（５）に対して非対称に離間されて配置されており、かつ／また
は前記ＰＶモジュール（２）は、好適には前記ビーム（５）に対してほぼ平行に延在する
回転軸（２５）を中心として旋回可能に前記支持構造（３）に懸吊されている、請求項１
から４までのいずれか１項記載の太陽光発電装置（１）。
【請求項６】
　前記支柱（４）には、所属のビーム（５）が面状に取り付け可能な支持面（１０）が形
成されていて、特にこの場合、前記支持面（１０）は成形材（１２）におけるフランジ（
１１）として、かつ／または成形材（１２）に設けられた開口（１４）における舌片（１
３）として形成されている、請求項１から５までのいずれか１項記載の太陽光発電装置（
１）。
【請求項７】
　前記支持面（１０）は、前記支持面（１０）の間に挿入される１つのビーム（５）を両
側から把持するために対として形成されており、かつ／または前記ビーム（５）は、前記
支柱（４）よりも細く、特に対として形成された前記支持面（１０）の間の間隔よりも細
く形成されている、請求項６記載の太陽光発電装置（１）。
【請求項８】
　前記支柱（４）の少なくとも１つが、または前記支柱（４）の前記保持区分（８）がΩ
型成形材の形状に形成されている、請求項１から７までのいずれか１項記載の太陽光発電
装置（１）。
【請求項９】
　１つの貫通差込開口（１４）内に２つのビーム（５）が配置されているか、または１つ
の貫通差込開口（１４）内に１つだけのビーム（５）が配置されていて、別のビーム（５
）は、前記支柱（４）の、前記貫通差込開口（１４）の反対側で、貫通差込開口（１４）
を介さずに、前記支柱（４）に形成された支持面（１０）によって組み付けられていて、
特にこの場合、支持面（１０）には、貫通差込開口（１４）に差し込まれた１つのビーム
（５）および別のビーム（５）が取り付けられている、請求項８記載の太陽光発電装置（
１）。
【請求項１０】
　前記支柱（４）は少なくとも前記保持区分（８）に、または１つの保持区分（８）に、
Ｃ字型の、Ｕ字型の、Ｚ字型の、またはＳ字型の基本形状を有する成形材（１２）を有し
ており、特にこの場合、前記成形材（１２）の端部には、フランジ（１１）としての付加
的な支持面（１０）が形成されている、請求項１から９までのいずれか１項記載の太陽光
発電装置（１）。
【請求項１１】
　前記ＰＶモジュール（２）は前記ビーム（５）に取り付けられており、このために保持
エレメント（１５）が設けられていて、好適には前記保持エレメント（１５）はこのため
に、前記ＰＶモジュール（２）のそれぞれの縁部が差し込まれる、または差し込み可能な
溝区分（１６）を提供しており、特に好適には、保持エレメント（１５）は、対向して位
置する２つの溝区分（１６）を有しており、かつ／または前記ビーム（５）は下面に傾斜
面（２４）を有している、請求項１から１０までのいずれか１項記載の太陽光発電装置（
１）。
【請求項１２】
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　前記保持エレメント（１５）はそれぞれ１つの横断面減少部（１７）を有しているので
、保持エレメント（１５）は、ビームに形成された貫通差込開口（２３）内に、所定の差
し込み深さまで差し込み可能であるか、または差し込まれており、特にこの場合、前記保
持エレメント（１５）には当接面（１８）が形成されていて、前記保持エレメント（１５
）は前記当接面でもって前記ビーム（５）に面状に当接する、請求項１１記載の太陽光発
電装置（１）。
【請求項１３】
　前記地面と最下方のビーム（５）との間に空間（２６）が残されており、特に前記空間
（２６）は、少なくとも５０ｃｍの、少なくとも６０ｃｍの、または少なくとも１ｍの高
さを有しており、特に前記太陽光発電装置（１）の列（２０）は、前記列（２０）の間に
、少なくとも６ｍの、少なくとも８ｍの、または少なくとも１０ｍの幅を有する耕作空間
が生じるように、離間されて配置されている、請求項１から１２までのいずれか１項記載
の太陽光発電装置（１）。
【請求項１４】
　前記ＰＶモジュール（２）は、前記支持構造（３）と共に実質的に１つの平面を形成し
ており、かつ／または前記ＰＶモジュール（２）は、互いに離間された複数の列（２０）
に配置されており、１つの列（２０）の前記ＰＶモジュール（２）は実質的に１つの平面
を形成している、請求項１から１３までのいずれか１項記載の太陽光発電装置（１）。
【請求項１５】
　２つの列（２０）の間の間隔は、前記太陽光発電装置（１）の１つの作用面（９）の最
大高さの少なくとも３倍、好適には少なくとも４倍、特に好適には少なくとも５倍である
、請求項１４記載の太陽光発電装置（１）。
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